
＜結果①＞
食品における異臭事案についての情報収集及びデータベース作成

食中毒・異物混入⇒検査プロセスが確立されている
異臭⇒これまで、分析条件等について十分な検討がなさ

れておらず、検査プロセスの構築に至っていなかった

食品の異臭事案における検査プロセスの構築（令和６年度終了課題）
実 施 機 関：保健環境研究所食品安全検査センター
調査研究期間：令和4年度〜令和6年度

＜目 的＞
異臭事案に迅速正確に対応できる検査プロセスを構築し、
適切な原因究明および再発防止措置に繋げる

背景
岐阜県で対応している不良食品の検査のうち、

＜研究の内容＞

・異臭苦情原因となる可能性がある
物質の標準品の入手

オフフレーバーキット 各種標準品

・スクリーニング時分析条件
で分析した標準品データの
ライブラリ登録

異臭事案対応時を想定し、最も汎用
性の高いカラムを使用

・食品における異臭事案に
ついての情報収集
・食品の異臭原因となりやすい代表的な物質
・代表的な異臭原因物質の閾値
・過去の事例
・GC/MS分析条件 等

・当所で所有する標準品に関係する
基本的データのまとめ
分子量、構造式、沸点、臭いの表現のされ方等
について、これまでに64物質をリスト化

①食品における異
臭事案についての
情報収集及び

データベース作成

②異臭原因物質の
GC/MS分析条件
の検討及び
ライブラリ
フローの作成

③異臭苦情検体の
前処理法の
比較・検討



＜結果②＞
GC/MS分析条件の検討及びライブラリ作成
・異臭苦情原因物質の当所GC/MS分析条件検討及び同定可否の確認
・同定可能な異臭原因物質のライブラリ登録

・検査時のフロー、マニュアル等の整備

異臭ライブラリへの登録

＜結果③＞
異臭苦情検体の前処理法の検討

過去に当初に異臭検査依頼のあった食品において検出された物質Aを対象に、食
品衛生法が定める分析方法（通知法）を応用し、抽出効率の良い条件を検討した

検査法が定められていない食品における、異臭原因物質の効率の良い抽出条件に
ついての検討

最適なGCMSカラムの選択
（ ：目的成分）

カラムA カラムB
⇒この場合、ピーク形状よりカラムBを採用

検討の結果、抽出効率の上昇が確認された条件を組み合わせた方法を変法とし、通知法と比較した

食品中の臭い成分を
空気部分に抽出し、
その一部をGC/MSにて
分析する
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・異臭苦情の原因になり得る代表的な物質について、当所における同定の可否を確認した
・苦情原因物質のGC/MSデータを収集・解析し、異臭ライブラリを作成すると共に、検査時のフロー、マニュアル等の
整備を行い、異臭苦情事案発生時に迅速正確に対応可能な検査体制を構築した

⇒試料自身が異臭原因となる物質Aを含ん
でいる場合、変法でAの濃度を測定すると
通知法で測定した際の値の約11.5倍の結果
となった。
幾つかの検討結果より、変法では、食

品と強固に結合している異臭原因物質に
対する抽出効率の上昇が認められたこと
から、正確な定量において変法は有効で
あると考えられた。

試料自身がAを含んでいる場合

＜まとめ＞

通知法 条件変更

ピーク面積：208230 ピーク面積：3769535

条件変更により、通知法に比べ検出感度が
上がることが判明


